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　2006 年 2 月プルサーマル導入は、一般市民には突
然の出来事でした。反原発は命を守る運動、子孫に核
のツケを残す原発、何もしない事は状況を受け入れる
ことだと解り、ここから運動に参加した一人です。そ
の年 10 月から 2 ヶ月間県民投票条例制定の署名運動
があり、翌年佐賀県議会であっけなく否決。その後も
私達は、プルサーマル・原発反対の声を挙げてきまし
た。 3.11 以前は世間の原発への理解は薄く冷ややかで

した。先ずは「プルサーマルを止めて欲しい」「原発
のことを知って欲しい」と活動してきました。
　しかし、09 年 12 月 2 日、日本初の「プルサーマル」
が運転開始した事で、私達はやむにやまれず、それま
での運動の延長線上の裁判を決意。奇しくも 10 年 8
月 9 日「ＭＯＸ使用差し止め訴訟」提訴。そして 3.11
は偶然にもＭＯＸ裁判第２回公判の入廷中のことでし
た。

Stop it together!  The Genkai Nuclear Power Plant        People's Action Against The Genkai Mox Project 100 円

上　8 月 17 日、真夏の日射しの中、佐賀地裁で公判前にアピールする原告ら
右上　6 月 29 日、首相官邸包囲行動に参加。熱気であふれんばかりの人、人、人
右下　8 月 19-20 日、愛媛・伊方集会に参加。全国から集まった方たちと交流

この国の不条理！
今も『非常事態宣言』発令中 裁判の会代表　石丸　初美

玄海原発再稼働反対！みんなのチカラで即時廃炉へ！

玄海原発3号機プルサーマル運転差止裁判
玄海2・3号機再稼働差止仮処分 玄海1～4号機運転差止裁判ただいま進行中！→
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めにも、福島のような事故は決しておこさない。豊か
で人間らしい暮らしを送るために、安価で安定した電
気の存在は欠かせない」と再稼働を発表したかと思え
ば、原発ゼロをめざすと宣言、正気の沙汰ではありま
せん。新たな規制委員会人事について野田首相は「原
子力非常事態宣言発令中」の例外規定により、国会同
意も経ず反対の声も挙がる中、原子力ムラの田中俊一
氏他を独断で決めました。現在も「原発非常事態宣言
発令中」と私は知りませんでした。昨年末の収束宣言
はいったいどういうことなのでしょうか。

　私達は法廷外では、国、県、玄海町、九電への要望
書提出や交渉、市町村の首長や議会には要請とともに
勉強会へのお誘い。講演会・集会、デモ、各地で百回
近く開いた座談会の開催など、様々な広報活動を行っ
ています。
　その一環で今年 4 月から機関紙『そいぎ』を、玄海
町に全戸配布をめざして一軒一軒ポスティングをして
います。日本一危険な原子炉が玄海 1 号機であること
は、地元住民には伝わっていました。「電気料が上が
らないなら原発はいらん」「原発が安全なら避難訓練
など必要なかろう」「核のゴミが心配」「最初から原発
反対やった。子ども達は皆出て行ってしもうた、自分
の代で家は終わり」と辛い話もありました。
　
　私は、福島の人が「空気に脅えて生活しています」
と言われた言葉を忘れる事ができません。フクシマの
学びは、この国の不条理の現実を踏まえ、子ども達を
守るために大自然をどう未来へ渡せるのかを、大人が
諦めずに一歩行動することだと思います。

　福島原発事故の甚大な犠牲は「原発事故は起きない、
安全です」と言ってきた原子力ムラの人達の心にも届
き、エネルギー政策の間違いに目を覚ます以外にない
と思いました。多くの国民にとって他人事ではなくな
りました。官邸前抗議デモから始まった各地のデモは、
フクシマの学びです。
　
　国は事故直後から「ただちに人体や健康に影響はな
い」「スピーディーの隠蔽」「ヨウ素剤配布の怠慢」そ
して今なお隠蔽し続けている「被曝労働問題」。この
重大な事が報道されません。原発現場でのとてつもな
い被曝覚悟の作業員の人達がいて、国民の安全が今保
たれています。現在も未来も福島でも各原発でもずっ
と続くのです。原発事故で世界中に放射能を撒き散ら
したうえに、原発輸出しようとする国の判断は、他国
の市民をも苦しめてしまうことになるというのがなぜ
解らないのでしょうか。私達には理解できません。ド
イツは、日本の原発事故をみて脱原発に舵を切ったと
いうのに。
　11 年 6 月福島原発事故後、まだ 3 ヶ月しか経たな
い非常事態の最中、玄海原発に再稼働の話が浮上しま
した。私達は 11 年 7 月 7 日「 2 号 3 号機再稼働差止
仮処分」申請。ちょうど同じ日に菅首相は突然全原発
のストレステスト実施を指示、結果的に再開に最も近
いとされていた玄海原発再開に待ったがかかり、市民
の声がやらせ問題にまで発展させました。加えて 11
年 12 月 27 日「玄海原発全機運転差止」を求め提訴。
しかし、やらせ問題は今またうやむやのままで終わり
にさせられようとしています。
　12 年 6 月 8 日、野田首相は「子ども達の未来のた

←
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月
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日
、
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相
官
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包
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6 月 30 日、大飯原発再稼働阻止行動に参加

↓ 9 月 22 日、玄海町
「そいぎ」配布

← 8 月 2 ～ 3 日、佐賀駅前
原子力規制委員会人事抗議
行動
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　今年は「節電の夏」と電力会社とマスコミに
脅され続けてきましたが、ピークでも 90％超え
することは稀でした。真面目な企業と市民が協
力した結果というＴＶ報道がありましたが、一
方では、オリンピック熱で深夜から早朝まで
20％を超える視聴率を上げエアコンを使うよう
な電気の使い方をしているわけで、原発が 1 基
も無くても元々の火力発電を中心とする従来の
設備で足りるということ、近年電気は余ってい
たことが証明されたのです。
　にもかかわらず、収束していない福島第一原
発事故の上に、事故調査も進められず、大飯原
発の再稼働を政治的判断でやってしまい、新し
い原子力安全委員会・保安院たる原子力規制委
員会の人事で「原子力ムラ」から並べるという
全く反省心もない政府の姿勢には、ただ驚くば
かりか狂気に恐怖を感じてしまいます。
　福島県内では、子ども達の 35％が甲状腺異常
を訴えているのに、それを取りあわないように
する県内外医療機関の現状もレポートされてい
ます。この状況において、原発事故収束宣言をし、
復興の二文字から故郷への早期の帰還を宣伝し
ている川内村などでの強引な進め具合を見てい
ると、この政府にはホントに良心があるのだろ
うか？と不安が募ります。
　だから今こそ、私達それぞれが正しい情報を
共有し、市民の真の要望を正確に伝えていくこ
とがとても大切であり、この裁判でもその声を

第７回公判【ＭＯＸ燃料を使うな！】～プルサーマル裁判
第５～６回審尋【２号機と３号機を動すな！】～仮処分申し立て
第２回公判【玄海原発全てを運転するな！】～差止裁判〈全報告〉

裁判の会会員　荒川　謙一

8 月 17 日、入廷する原告団、弁護団。佐賀地裁

あげる一環として真実を明らかにするように最
後まで頑張っていかねばならないと原告団は
思っています。

（１）第７回公判：平成 22 年（ワ）第 591 号「玄
海原発 3 号機MOX 燃料使用差止請求事件」
（原告：石丸ハツミ、外 129 名、被告：九州
電力）

　盛夏、8 月 17 日（金）も法廷は、原告特別席も一
般傍聴席も満席になった。
さて、公判も重ねて 7 回目、次第に核心に迫って行く
が、主な論点は、以下の 2 点である。

（１）MOX 燃料は、極めて危険で安全性を無視してい
る。

（２）MOX 燃料の使用済み燃料の処分方法を運転前に
示さねばならないにもかかわらず、明かにできないま
まにやっている。これは法律違反である。
　これまで、６回の公判でやりとりしてきた主張は、
この内、（１）の安全無視に「ギャップ再開」の危険
性がある問題である。原告の訴状に「MOX 燃料製造
者であるメロックス社（フランス）は、低い製造能力
から不純物の多い劣悪品を製造してしまった。それを
容認してしまった九電は、「2004.5 設置変更許可申請
書」で許可を取った基準値を大幅に書き換え採用して
いる。安全余裕の削減で大事故の危険を孕んでいるの
で、「直ちに使用中止せよ」である。
　これに対し、被告は全面否認しているので、逆にそ

の安全証明をするしかない。私たち原
告は、求釈明でこれまで「手法の問題
点」「重要な前提条件の変更」「情報の
不開示」などについて、問題を投げか
け回答を求めて来た。被告は、商業秘
密として拒否、また、データを持って
ないとして非回答も、また判別できな
いのに安全の断定などによって、誠意
ある回答をこれまでして来なかった。
さらにまた「求釈明」で催促したのが、
この第 7 回公判であった。
　では、重大事故の最大ポイント

『ギャップ再開』について、もう一度
述べておこう。
　燃料ペレットが入っている被覆管
とそのペレットの間には隙間（約
0.085mm）が存在している。運転を開
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＊【審尋】審尋（しんじん）は民事手続において、当事者（若
しくはその代理人）の双方又は一方、あるいは利害関係人が、
紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。（民事訴
訟法 87 条 2 項）今回、玄海の２号３号機の再稼働差止仮処分
命令を出すように申し立てているが、「再稼働させると危険」の
その緊急性を裁判所が審議するために双方に尋問している場が
審尋の時間である。民事裁判において、本訴以外では審尋の場
のように、原告を債権者、被告を債務者といいます。

始すると、被覆管は外圧で縮小し、逆に燃料ペレット
は核分裂生成物によって膨らみ、やがて存在した隙間
は無くなりピッタリ接触を保つことになる。これが正
常の安定状態だ。しかし、核分裂によって生じるガス
がペレット内から隙間に出て、もしある一定以上に燃
料棒の内圧が高まり過ぎると一旦ピッタリくっついて
いたペレットと被覆管が開き始める。これを『ギャッ
プ再開』という。
　この現象は、安全設計審査指針で禁止されている。
＜ギャップ再開＝燃料溶融＞、それは、燃料棒の熱が
覆っている管に十分に伝わらないとペレットの温度の
急上昇を起こし、ペレットの溶融や破裂という重大事
故の危険連鎖を起こすからである。

（１）九電は、主な蒸発性不純物（炭素・窒素・フッ素）
の規制値を勝手に緩和している。

（２）九電は、MOX 燃料棒の内圧評価と基準値を大幅
に書き換えている。

（３）その理由は、不純物にある疑いが濃い。そして、
その不純物が重要な一原因になってギャップ再開～重
大事故を引き起こす。
　『MOX 燃料もウラン燃料も体積変化による挙動は同
等と見てよい』という被告側の主張があって、それが、
プルサーマル炉はウラン炉と同等に安全だという主張
の根拠になっている。原告としては、ここに深い疑問
を持っており、いよいよこれを崩していく。被告が無
視した MOX データがある。ウランと MOX の密度変
化率に相違が無いという裏付け資料として、輸入燃料
体検査申請書　図３－３（２）を示しているが、これ
～被告が読み取ったデータには、MOX 燃料 9 点の数
値が落とされていた。そして、この 9 点を発見した
原告が、新たにこの数値を加え正しい解析をすると、
高燃焼度領域では、MOX はウランより明かに膨張率
が低くなる。つまり、被告の示すウランと MOX の膨
張率を同じとするのは間違っており、MOX の挙動は

「ギャップ再開」を早めて起こしてしまうのだ。九電は、
この隠れたプロット（点）はよく判別できないと答弁
をしているが、それでシラを切らせる訳にはいかない。
　以上の原告主張で、これまでの「問題ない」や「企
業秘密だから開示できない」「読み取れないから無視
した」等の安全余裕を削っておきながらも、安全が保
障されているようなフリは許されないのであって、九
電は具体的に説明しなければならない。前回の公判で
は、原告から危険性の具体的呈示がされるなら、それ
に対して十分な反論をすると約束した被告は、データ
を示しつつ、証明して見せねばならない。昨年 10 月
13 日に求めた未回答事項もあることも要求してある。
　さあ、まともに回答できるのか九電は？次回公判は
11 月 30 日である。もう、猶予は与えないぞ！
　裁判長はこう付けくわえた。「争点を整理していく
上で、各々が専門家を推薦召喚して、参考意見を訊く
という方法は考えられますか？」「弁論合戦になりま
すか？」「まあ、今からそれを準備してもらっておく

ということで考えてみてください。こっちも方法を検
討してみますので」と。
　それまでに、九電に不可欠なデータを開示させられ
るか？その辺が焦点になってくる。

（２）第５回（2012 年 6 月 1 日）/ 第 6回審
尋（2012 年 8 月 17 日）
：平成 23 年（ヨ）第 21 号「玄海原発 2 号 3 
号機再稼働差止仮処分命令申立事件」（債権
者：石丸ハツミ、外 89 名、債務者：九州電力）
※裁判官３名、事務方１名、被告弁護団６ 名・
九電５名、原告弁護団３名・特別補佐人１名・
原告代表者５名で佐賀地裁別室にて開かれた。

　昨年7月7日に始まった再稼働差止め仮処分申請は、
当時まさに動かされようとした 2 号機 3 号機に対して
であるが、今や、全玄海原発運転差止の本訴と同じ意
味を持っている。
　被告たる九電は、事故の具体的危険性は無いため、
6 月の第 5 回審尋で申し立てを却下するように裁判所
に求めているが、この間に施した「緊急安全対策」も
崖っぷちストレステストも大飯原発を再稼働させてし
まった政府の４閣僚判断基準も政治的判断という経済
重視の視点でなされている事ばかり、安全は何一つ立
証されていない。むしろ「炉心溶融に至らなければ合
格」というような安全指針を後退させたモノなのであ
る。裁判長は、債権者（原告）が、その主張について
書面で改めて九電側に示し、それから「具体的緊急的
危険性は無い」ことを九電側が反論するように求めた。
その結果、この 8 月の第 6 回公判で原告団主張となっ
たのである。
　この間に、政府は福島第一原発 4 号機や 1 号機の危
険も諸外国から指摘され、新しい原子力規制委員会の
原子力ムラ人事を強行するなどがあった。国民の怒り
は、広がり東京官邸前デモは全国に広がり、毎週金曜
日の抗議デモは全国 57 か所まで広がっている。
　原子力にアクセルとブレーキを同じ所で踏ませるか
ら、こんな事故が起き、事故対応も充分にできなかっ
た原子力安全保安院と原子力安全委員会に対し、新し
い組織が必要だという反省から「原子力規制委員会」
の発足になったはずである。にもかかわらず、その直
前、安全に対しろくな仕事をしてこなかった名ばかり
の安全保安院が、あろうことか日本一危険と言われた
玄海 1 号機について、圧力容器の劣化はなく、2033
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年まで運転可能だとコメントを出した。原告団は、か
かる見解をこの時期に公表することは、再稼働へ世論
を誘導する無責任で卑怯な行為であり、権威あるべき
国会事故調査委員会を無視する許されない行為である
ことを今回の主張書面で表明している。
　真摯に福島の事故を反省するなら、玄海の 2 号機
と 3 号機が確立された安全審査基準によって審査され
ておらず、九電が今までに終わらせた対策にこれから
二年でやろうとする対策を加えてもなお不十分である
という債権者（原告）主張を充分に拒否できるはずも
ないと思われる。そのような玄海原発はいつなんどき
万が一の福島級事故に見舞われるかもしれない、その
危険に対する安全の保障をどう回答してくるであろう
か？もう二度と事故を繰り返させず、未来に危険を絶
対に招かないこと、その点を司法に理解してもらい、
差止めの必要性を今後も強く訴えて行きます。

（３）第２回公判（2012 年 8 月 17 日）：平
成 23 年（ワ）第 812 号「九州電力玄海原子
力発電所運転差止請求事件」（原告：石丸ハ
ツミ、外 177 名、被告：九州電力）
※ mox 公判と同様に一般傍聴席も満席でした。

　4 月の初公判での訴えに対し、この日第 2 回口頭弁
論において九電は、玄海原発は充分な調査と地域特性
を把握した上で設計施工されており、運転は地震津波
対策も最新の知見踏まえた対策をしており、安全性を
確保しているので、原告の訴えを全面否認するという
ごくありふれた安全性を書面によって答弁をしたので
ある。
　第 2 回公判の目玉は、原告の意見陳述～福島市か
ら昨年 3 月 15 日に県外に避難されて現在福岡県福津
市に伝手をたどって住むようになられた宇野朗子（う
のさえこ）さん、6 歳になる女の子を一人抱えるママ
さんです。福島市に仕事のため残ったご主人とは 1 年
近く別居されましたが、この春に徳島県に職場を
変えられたので距離は狭まりました。まだ、親子
行ったり来たりの様子ですが一緒に住む日も近い
はず、親子しっかりとスクラム組まれて朗子さん
は、全国の原発の危険と闘っておられます。
　この陳述は、長文ですが全文掲載していますの
でぜひお読みください。電力会社に向けての、福
島の事故を体験した人にしか言い表せない怒りと
悲しみ、地球上の人間だけでない、声も出せない
小さな生き物たちへの想い、裁判官への信じる想
いと応援の気持ち…。私たちの心にも、真っすぐ
に届きました。
　裁判長は、しっかり聞いてくれたように見えま
した。九電側の弁護士たちは、どう感じたでしょ
うか？この人達にも響いて欲しいと思いました。
　今回の公判、また一歩、少しずつ、市民訴訟が
前進した気がします。月並みなことばですが、「一

人ひとりは微力でも力を合わせ繋がれば動かせないも
のも動かせるはず、未来のためにガンバリましょう！」

　いつものごとく、短時間。申立の内容に触れる事無
く、そのやり取りの仕方？入口の手前でうろうろして
いるといった感じ。
　短い時間の中でのメモと記憶をたよりに、非公開と
されている仮処分審尋問の室内を再現してみました。
　テレビのモニターが、３台。ホワイトボード、コピー
機らしき物１台。型の揃ってない長椅子、パイプ椅子
等。決して散らかってはいないけど、雑然としていて
落ち着かない。九電側の傍聴人が、判で押した様に白
黒のコーディネートのクールビズ。落ち着かないのは
部屋の調度のせいだけではない。
　中央の楕円テーブル左端（南側）に裁判長。その両
側に陪席裁判官。テーブルの上方、７人（西側）九電側。
下方、３人（東側）左より、冠木氏、武村氏、大橋氏。
壁際に座っている傍聴人も上の方から右回りに５人が
白黒クールビズ。後は、我らが裁判の会です。
　今回のやり取りの中で、右陪席裁判官が、過去に提
出した書類について、原告側に質問されていました。
詳しい内容は分かりませんが（荒川さんの報告参照）、
過去にもさかのぼって問題を検討してくれている感じ
がして（あたり前の事なんでしょうけれど）、遅々と
して進まない仮処分の審理の中、少し嬉しくなりまし
た。また、裁判長が太陽を脊にして、私たち原告側が、

「日い出る処」に座っているという事に大いに力をい
ただきました。

審尋現場スケッチ
裁判の会会員　大江　良二

6 月 1 日、佐賀地裁仮処分差止審尋の様子

N
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　宇野朗子と申します。福島市で被災し緊急避難、現
在は、娘と福岡県福津市に仮住まいをしています。
 今日は、玄海原発を止めるための重要な裁判をしてく
ださっている裁判官のみなさんに、福島で起きたこと、
今起きていることを知っていただきたく、私の経験と
想いをお話させていただきます。

　私は福島市に住んで 12 年目でした。私とパート
ナーと娘、2 匹の猫と暮らしていました。5 年前に子
どもを授かり、親として娘にしてやれることは何かを
考える中で、自然農を学び、地域通貨の試みにも加わ
り、食やエネルギーを自給して暮らす人々と知り合い
ました。人としてまっとうに生きたいという人々の願
い、福島には、それに応える豊かな自然がありました。
子育てをきっかけにして私は、本当の福島の奥深さを
知ったのでした。

　娘が 3 歳になった 2010 年 2 月に、佐藤雄平福島県
知事が、プルサーマル運転を 3 つの条件を付けて認め
ると表明しました。さらに私たちに危険を背負わせる
のかと、居ても立っても居られなくなって、私は受け
入れ反対の声をあげるようになりました。学習会を開
いたり、署名を集め県議会に提出したり、県庁に申し
入れに行ったりしながら、原発の問題を少しずつ勉強
していきました。
　あまりにも深刻な核廃棄物の問題。地球上の誰も、
10 万年、100 万年もの間安全に管理し続ける方法を
知りません。にもかかわらず、私たちは毎日膨大な死
の灰を、「発電」の名のもとに生み出しています。
そして原発は、被ばく労働なしには 1 日たりとも動か
ないものだということ。たくさんの人々が、被ばくの
リスクを知らされないまま、劣悪な環境で、低賃金で
働かされ、多くの人が、健康を害し、いのちを失って
きました。労災認定がおりたのはたったの 10 人、多
くは泣き寝入りさせられ、沈黙を強いられ、社会には
この事実が隠され続けてきました。福島原発は、事故
件数も多く、労働者の被曝量日本一の原発でもありま

した。だまされていた自分がとても悔しく、申し訳な
く思います。
　原発が動くための燃料は、ウランだけではありませ
ん。差別と嘘と抑圧、これが原発に不可欠の燃料です。
このような原発が温存される社会では、真の民主主義
は育ちえないと、私は思います。
　私は、その年の 6 月 13 日、福島第一原発のゲート
前に、東京電力にプルサーマルを止めてほしいとお願
いに行きました。そこで私は、震度 5 弱の地震に遭遇
しました。ゴォーッという地鳴りと大きな揺れの中で、
私のすぐ脇にある原子炉で何が起きているのか、大変
な恐怖を感じました。
　そしてその 4 日後、福島第一原発 2 号機で、外部電
源喪失事故が起こりました。下がった水位は 2 メート
ル、メルトダウンにもつながりかねない重大な事故で
した。けれども、ことの重大性を理解した報道は皆無、
東電は原因究明も十分行わないまま、その場しのぎの
マニュアル手続きを追加した程度で、再稼働してしま
いました。福島県も立地自治体も保安院もこれを放置
しました。40 年もの長い間、私たちは背負わされて
いる危険について「蚊帳の外」に置かれてきたのだ、
そして電力会社も国も県もマスコミも、本気で人々の
いのちと暮らしを守ろうとはしていないのだと、理解
しました。大きな地震がきたら、大事故、大惨事になり、
たくさんの命が亡くなり、福島の大地と海は命をはぐ
くめないところになってしまう。「その時」が来ない
ために手を尽くすしかない、知った者が、伝えるしか
ないのだと、思いました。
　8 月から、毎日福島県庁前に立ち、県に住民のメッ
セージを届けました。「ふるさとを核のゴミ捨て場に
しないで」「ふるさとを核の汚染まみれにしないで」「ふ
るさとを第二のチェルノブイリにしないで」、こう書
かれた横断幕を持ち、500 通を超えるメッセージを届
けました。
　福島第一原発 3 号機のプルサーマルは、多くの人々
の懸念の声を無視したまま、その年の 10 月に商業運
転に入りました。市民でもっと原発の問題を自由に語

意見陳述
「九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件」第 2回公判における宇野朗

さえ

子さんの意見陳述

8 月 17 日公判後の記者会見。
左より冠木克彦弁護士、宇野朗子さん、石丸代表、小山英之特
別補佐人

武村二三夫弁護士 大橋さゆり弁護士



-7-

玄海プルサーマル裁判ニュース　No.7　2012.10.6

な空気。それらを前提としてまかり通る、棄民政策の
数々でした。そして何より、人々が被曝し続ける事態
となりました。
　除染は遅々として進みません。危険な除染作業に被
災者である住民が駆り出されています。有機農家の友
人は、事故後、作物が汚染され農業を断念しましたが、
彼女は今、仮住まいからバスに乗り込み、避難区域の
村の除染作業に通っています。石塀も、屋根も壁も、
ゴシゴシ、ゴシゴシと、ブラシでこすり、水で流すの
だそうです。作業者の装備は軽く、健康への影響が懸
念されます。そして原発事故という人災によって生計
の道を閉ざされた被害者が、加害者がまきちらした放
射能の後始末を行うのを見るのはとても悔しいです。
　余震が続いている福島原発の事故現場では、毎日
3000 人もの人々が被曝しながらの作業にあたってい
ます。既に 6 人の方が亡くなり、大量被ばくされた方
も報道されましたが、その後どうなったかが心配です。
4 号機プールの倒壊も懸念されています。2 号機内部
がどうなっているのか、誰も分かりません。
そんな薄氷を踏むような危機の中で、誰かが、収束作
　業を続けなくてはならない。絶対に収束させなくて
はなりません。そのために、何人の人の命を差し出さ
なければならないのでしょうか。原発を作り、動かし、
その利権の甘い汁を吸った人々が、まず、収束作業に
全力であたるべきと思います。しかし実際には、ホー
ムレスなどの生活困窮者や立場の弱い下請け会社の労
働者たち、そして仕事を失った被災者たちが多く作業
にあたっていると聞いています。収束には、何十年、
百年以上かかるとも言われています。この事態に対し
て全く何の責任もない子どもたち、未来の世代の人々
に、この過酷な犠牲を強いなければならないことに、
痛恨の想いです。
　そしてもし再び、放射性物質の大量飛散という事態
になった場合に、住民にどう情報が伝えられ、どう避
難し、被ばくから守られるのか・・・その備えはいま
だに全くなきに等しいという現状があります。福島県

り、原発依存から脱して真に豊かな福島の未来像を
作っていこうと、様々なイベントを準備し始めました。
そんな中で、私は 2011 年 3 月 11 日を迎えたのです。

　その日、私は福島市内の友人の家の庭で被災しまし
た。暴れ馬のように力強く揺れ続ける地面にしがみつ
きながら、「大好きだよー、大丈夫だよー」と隣にい
る娘に繰り返し言いました。そう言いながら、心で
は「ああ、大変なことになってしまったかもしれない。
間に合わなかったのかもしれない」という想いがこみ
あげるのを抑えることができませんでした。本震が終
わると、すぐに友人宅に逃げ込み、私は情報収集を始
めました。電源喪失、メルトダウンの危険ありとすぐ
に情報がありました。電源車が間に合うことを祈りな
がら、原発近くに住む友人や、家族に電話をかけ続け
ました。夜 11 時過ぎ、緊急災害対策本部発表の文書
で、炉心損傷がすでに開始していると予想されている
ことを知りました。文書を見た時点では、あと数十分
で、核燃料の被覆管の破損が予想されていました。あ
あ、とうとう過酷事故は起きてしまったのだ。私たち
は緊急避難を決めました。震災発生から 10 時間後、
私と友人は、赤ちゃんを含む子どもたち 5 人を連れて、
西へ避難をはじめました。ひとりでも多くの人に、こ
の危機を知り行動してほしいと、避難を始めるという
メールを無差別に送りました。ちらちらと雪の降る、
寒くて静かな夜の福島市でした。
　避難の途中で、1 号機が爆発。13 日、山口県宇部
市にたどり着き、3 号機爆発の映像を見ることになり
ました。
　あの日から、私はまるで戦争の中にいます。
複数号機の原発過酷事故、収束の目途も立たないまま、
未曾有の放射能汚染の中で、福島に何が起きたのか。
　避難の混乱の中で、失われていったいのちがありま
した。津波に生き残り助けを待ちながら途絶えたいの
ちがありました。すべてを奪われ、未来の展望もなく、
絶望の中で、自ら命を絶った人がいました。多くの人々
が故郷を追われ、地域も家族もバラバラになりました。
事故をより小さく見せよう、被ばくがもたらす害を小
さくみせようとする、国・県・マスコミあげての大キャ
ンペーン。情報が隠され、不正確な情報が流されたた
め、住民が無用な被曝を強いられてしまいました。ヨ
ウ素剤による防護策も、殆どとられることはありませ
んでした。
　メルトダウンはしていない。レベル 4 である。チェ
ルノブイリ事故の 10 分の 1 である。直ちに健康に影
響はない。年間 100 ミリシーベルトを越えなければ
安全です。ニコニコしている人には放射能の害は来な
い。危険をあおる流言飛語に注意してください。…あ
りとあらゆる、「嘘」と「ごまかし」が語られ、事実
を知るための適切な調査はなされず、またはその結果
を隠されました。それによってもたらされたのは、被
災者間の深い分断、放射能問題をタブーとする抑圧的
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民は棄てられていると感じています。
　今年に入り、屋外活動時間の制限も解除、屋外での
運動会、鼓笛パレード、プール開き、海開き、祭りな
どが、まるで復興の象徴であるかのように進められて
います。そのような流れの中で、子どもたちの健康に
かけられ続けている被ばくの負荷が一体どのくらいに
なるのか、正確に知る術もありません。

　ひとたび原発事故が起これば、どんな苦しみが襲う
のか、どうか想像してください。
　私たち被災者でさえも、その被害の全容を知ること
ができません。それは極めて広範に及び、徹底的に社
会を破壊します。最も犠牲を強いられているのは、子
どもたち、未来の世代の人たち、そして物言わぬ動物
や虫や植物です。犠牲にされる未来を考えるとき、私
は私たち大人世代の犯した罪の深さに、底知れぬ恐怖
と悔恨の念を覚えずにはいられません。
　今、私たちは被害を、少しでも小さくしようと闘っ
ています。タンポポや、蝉、魚などですでに見られ始
めている突然変異。子どもたち・大人たちが経験して
いる健康の変化。先日、保養に来ていた 16 歳の女子
高校生が言いました。「福島が安全なんかじゃないっ
て、私たちだって知っている。私は長生きはできない
と思う。短い人生をどう生きたらいい ?」。様々な健康
上の問題に悩む子どもたちは、たくさん現れるでしょ
う。生まれる前の死を強いられるいのちもまた、数え
きれないほどになるでしょう。未曾有の低線量被ばく
の継続という事態に、私たちはいのちをつなぐために
なすべきことを必死で探しています。
 
　裁判官のみなさん、福島で起きたこと、起きている
こと、これから起きることに、どうぞ目を凝らしてい
ただきたいのです。
　私たちが子どもたちに課すものは、被ばくという重
荷だけではありません。54 基もの原発とそこで生み
出し続けた死の灰を、これから次々と襲うであろう大
地震の困難にも耐え、施設の老朽化にも耐え、閉じ込
め管理し続ける綱渡り――これを私たちの大切な子ど
もたち、孫たちに課すのです。
　再稼働というのは、この問題への着手を先送りにす

るだけでなく、手に負えない死の灰を膨大に生産する
ことを是とするということです。原発は、1 年間稼働
するだけで、燃料として使うウランの 1 億倍の放射性
物質を産み出します。福島原発に閉じ込めておかなけ
ればならなかった核分裂生成物の恐ろしさ、手におえ
なさに、私たちは苦しんでいます。この苦しみは、時
を経るほどに深刻になっていくでしょう。このような
ものを、これ以上生み出してはいけません。原発をな
お動かし続けるということは、福島原発事故が進行し
ている中で、私たち人間社会の倫理の死、真実の死、
民主主義の死をも意味するのではないでしょうか。
 
　また日本は、地殻の大変動期に入ったと言われてい
ます。現に、地震の数は、311後爆発的に増えています。
近い将来、どこかで必ず大きな地震が来るでしょう。
もう一度、原発震災を起こしてはなりません。その努
力を、全ての場所で、あらゆる人が、しなければなり
ません。福島原発にも匹敵するほど古く、そして福島
原発以上に脆く劣化した玄海原発は、地震を待たずと
も大事故の危険性がありますが、地震の危険も想定し
なければなりません。地殻の変動のもつ時間は、人間
の文字の歴史よりも長いものです。大地震の記録がな
かったところに突如大きな地震が襲う、ということを、
私たちは 2005 年の福岡県西方沖地震で経験している
はずです。しかし、玄海原発の耐震性は全国平均より
低い 540 ガル、福島原発事故後に装備したと九電が
胸をはる電源車は、海抜の低い場所に 2 台並べて置い
てありました。
　ひとつひとつの対策の不備、問題点は、すでにたく
さんの指摘されていると思います。福島原発事故で、
暮らしを根こそぎ奪われ、未来を暴力的に変えられた
被災者の 1 人として切に訴えたいことは、原発は、差
別と犠牲を許容することなしには動きえず、手に負え
ない核分裂生成物を未来世代の人々に押し付けること
が前提の、人道上許されない発電方法であるというこ
とです。そして、同時代を生きる私たち人間が、地殻
の変動期を迎えた大地の上で生き延びていくために
は、原発を止め、生み出した核物質の安全管理のため
に叡智を集めて取り組まなければならないのだという
ことです。
　この人類の難問を前に、一刻の猶予もありません。
　私は、この未曾有の事態に対する人々の闘いに、裁
判所がその本来の役割を果たしてくれることへの信頼
をこめて、この裁判に加わりました。私は、九州電力
が、福島の悲劇を直視し、これまでの人命軽視利益追
求姿勢を深く反省し、原発推進から降りるということ
を望みますが、この裁判では、全面対決をするとのこ
とです。昨年冬、九州電力の方が私に言いました。「福
島原発の事故で亡くなった人は一人もいない」と。九
州電力は今のところ、これほどまでに大きな悲劇が眼
前にあっても、それを受け止め、学び、成長するとい
う力を持っていないように見えます。このこと自体悲

宇野さんの言葉は、九電代理人にどのように響いたのだろう
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劇ですが、もっと悲劇なのは、間違ったことが間違っ
たこととされないこと。私は、九州電力が、どんなに
現実から目をそむけ、嘘とごまかしの上に原発利権に
しがみつき続けたとしても、その事実を見抜き、その
ような不正義がまかり通ることを許さないと、たくさ
んの人々が声をあげることを望みます。私たち市民が、
裁判という正当で、民主的な手段をとるのも、より多
くの人々がこの問題に取り組み、この誤った流れに司

9 月 23 日、福岡のデモの宇野さん（中央）

法が正しい判断を下し、歯止めをかけてくれると信じ
るからです。

　私はクリスチャンではありませんが、3.11 後、何
度となく口ずさんだ、ラインホルド・ニーバーの祈り
の言葉で、意見陳述を終わりたいと思います。

神よ 変えることのできるものについて、
それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、
それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、
変えることのできるものと、変えることのできない
ものとを、
識別する知恵を与えたまえ。

　私たちは、この地球の生態系に生きるひとつの生き
物であるという変えられない真実から再出発をするべ
きだと思います。それは、裁判官の拠り所である「良心」
と「法」の絶対的基盤でもあります。何十万、何百万
の人々が、裁判官の皆さんを応援していることをどう
ぞ忘れないでください。
　ありがとうございました。 

ブレずに、まっすぐに、コツコツと！
法廷外の活動報告 裁判の会会員　永野　浩二

　5 月 5 日、日本中すべての原発が止まりました。
しかし、政府・原子力ムラに大飯原発再稼働は
強行されてしまいました。
　2030 年代に原発ゼロを目指すとした政府の悠
長な「革新的エネルギー・環境戦略」は、再稼
働容認、再処理継続という骨抜きの内容でした
が、アメリカと経済界の圧力によって「閣議決定」
さえされないという茶番劇が演じられました。

　福島の犠牲に何も学ばない、あまりに酷い政
府や電力会社のやり方に対して、多くの市民が
自らの意志で首相官邸抗議行動に立ち上がり、
全国に広がっていきました。
　裁判の会の仲間も、20 万人が集まった 6 月 29
日の首相官邸抗議行動、大飯原発前での再稼働
阻止行動、鹿児島県・山口県知事選 “ 脱原発 ” 候
補応援等々、全国各地に駆けつけて連帯してき
ました。

　この猛暑の夏でさえも、原発無しで十分乗り
切れることが誰の目にも明らかになった今、す

べての原発を即刻廃止するために、ブレずに、
へこたれずに行動していきましょう !
　法廷外の活動報告をここにまとめておきます。

★原発絶対反対、決意あらたに
 提訴 2周年報告会・樋口健二さん講演会

 大飯再稼働が政府決定された 6 月 16 日、まさにその
日に、裁判の会提訴 2 周年報告会を開催、嵐のような
この 1 年の行動を振り返ることができました。 会の活
動紹介動画の上映、石丸初美団長、於保泰正事務局長、
澤山保太郎・支える会会長からの報告の他に、佐賀に
避難している仲間 2 人からも発言してもらいました。
 千葉県柏市から避難した直後の昨年 6 月 5 日、提訴
1 周年報告会・広瀬隆さん講演会に参加していた藤澤
佳代子さん。同じく 1 年前の 6 月 17 日に福島市から
佐賀に避難してこられた、おなじみ、木村雄一さん。
　この 1 年の裁判の会は、この 2 人に象徴されるよう
に、全国の新たな仲間とともに闘った 1 年でした。

　講演会では、40 年間、原発がいかに人間を傷つけ、
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澤山保太郎・支える会会長
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差別構造を生み出し続けているかを告発しつづけてき
た樋口健二さんに、スライドを見せてもらいながら、
全身全霊でお話いただきました。
　「僕の写真を見てくれてありがとう。僕が嬉しいと
いうより、ボロ雑巾のように捨てられてきた労働者が
喜んでいるよ」...
　原子力ムラの連中をばっさり断罪する樋口さんです
が、一人一人の労働者、また反原発運動に携わる仲間
に対しては、やさしさに満ちていました。「たとえ大
人数でなくても、続けることだ。相手は国家権力だ。
こんなに面白いことはねえじゃねえか !」
　勇気と励ましをいただきました。

　不器用ながら、まっすぐに行動してきた裁判の会の
2 周年の場にふさわしい、樋口さんのお話でした。
　命を犠牲にする原発は絶対なくさなければならない
んだという決意を新たにする佐賀、福岡の 2 日間でし
た。

★首長とも座談会 !
再稼働反対・安全協定締結、自治体要請行動

　報告会直後、古川康・佐賀県知事と岸本英雄・玄海
町長に対して「玄海原発再稼働反対」の要請書を提出
しました。
　大飯再稼働決定後、知事が「野田首相会見に意気込
みを感じた」「原子炉は一旦動かしたらフル稼働の方
が私は安心」「国が安全というのに県がわざわざチェッ
クする必要はない」などと発言したことに対して「福
島県民はじめ人々の心を踏みにじるもの。政治指導者

としてあるまじき、恥知らずな発言」と怒りを表明し
たうえで、原発を再稼働させるなと要請しました。
　また、3 月に続き 7 月には佐賀県内全 10 市 10 町
の首長・議会を尋ねて、「知事が県民の話を聞こうと
しないから、最後の駆け込み寺として、議員や首長の
皆さんにお願いしに来ました」と安全協定問題を中心
に要請・対話をしてきました。
　ある町長は「電気は足りているなら、原発はいらな
いじゃないか。被曝労働の話も酷い。こんな話何も知
らなかった」「貴重な話を聞けてよかった。これから
議会と相談して、勉強会を持ちたい」と私達の話を 1
時間半も聞いてくれました。これまでも、何度か繰り
返すうちに信頼関係もできて、議会内で勉強会をでき
たこともありました。訪問するのは時間がかかります
が、やはり顔を見て話を聞いてもらうことで伝わる事
があるものです。座談会と同じと思いました。

★知事は再稼働反対の県民の声を直接聞け
9・11 要請行動

　東日本大震災と福島原発事故からちょうど 1 年半と
なった 9 月 11 日、古川康・佐賀県知事と岸本英雄・
玄海町長あてに、玄海再稼働反対の要請・質問書の提
出を行いました。両者に対して、「原発なくても電気
が足りていることが実証された。玄海原発をただちに
廃炉へと向かわせるよう、内外に表明されること」を
強く要請した上で、ストレステストについて原子力安
全委員会の斑目委員長自身が「安全を宣言したもので
はない」とした発言や資料を引用しながら、3 項目の
イエス／ノー質問で回答を求めました。

7 月 3 日、玄海町役場で要請

↓ 7 月 13 日　大雨・洪水対策でお忙しいところ、
佐賀県内で唯一、「脱原発首長会議」のメンバー
になっている小城市長は作業服で対応してくれ
た。あらためてゆっくりうかがうことになった。

↑ 6 月 29 ～ 30 日　首相官邸前
や大飯原発前で配布したチラシ
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 【質問項目】
（１）2012 年 3 月 23 日、原子力安全委員会は文書で「一
時ストレステストによって、安全の合否を判断してい
ない」と明言したが、佐賀県・玄海町はそう認識して
いるのか ?

（２）ストレステストの二次評価は原子力安全委員会
の要請であり、保安院長の指示である。また、9 月 6
日に全国知事会は細野・原発事故担当大臣に「二次評
価の実施」を求めているが、九州電力も二次評価を出
すべきだと、佐賀県・玄海町は考えるのか。

（３）3 月 13 日、斑目・元原子力安全委員会委員長は
ストレステストについて「安全宣言的なものを出すこ
とは考えていない」と発言したが、佐賀県・玄海町は「ス
トレステストは地震や津波に対する頑健性を確認する
意義があるにしても、安全設計審査指針等の安全基準
に代わるものではない」という認識をしているのか。
 
　古川知事や岸本町長が再稼働の根拠として一次スト
レステストに合格すればいいと考えていることに対し
て、大変な誤解に基づくものであることを正す目的で
質問を出しています。
　玄海町では原発担当の財政企画課長ら 3 人が 1 時間
対応。各項目の説明に「えっ、そうなの。誤解していた、
そうなのかあ」と驚いて聞いていました。立地自治体
でさえその程度の理解でしたが、真剣に聞いて納得し
たようです。
　説明後、町長が町長室にいたので、再度説明をしま
した。昨年、海江田・経産大臣が来て了解したすぐ後
にストレステストの実施の話が出て、再稼働がダメに

ニュース第 6号発行
北九州「市民による震災がれき受け入れ検討委員
会」（以後、連続行動）
 玄海町ポスティング（3回目）
さよなら原発・佐賀集会

玄海 2・3号機再稼働差止め仮処分第 5回審尋
小山英之さん（美浜の会代表）学習会
山本太郎トークライブ（いとしま菜の花プロジェ
クト）出展
提訴 2周年報告会・樋口健二さん講演会（16 日・
佐賀、17 日・福岡）
古川・佐賀県知事へ「再稼働反対」要請
 鹿児島県知事選挙・脱原発候補応援
玄海町ポスティング（4回目）
九州電力株主総会
首相官邸 20 万人抗議行動
大飯原発再稼働反対現地行動

玄海町長・町議会に安全協定改定要請　
以後、佐賀県内全 10 市 10 町に安全協定締結要請
首相官邸行動連帯・佐賀県庁金曜集会参加（以後、
毎週）
佐賀県平和運動センター「再稼働反対」集会 &デ
モ参加
佐賀事務所開設 1周年大掃除
井野博満先生勉強会（議員・自治体関係者向け）
かすや LOVE&PEACE フェスティバル出展

原子力規制委員会人事案白紙撤回を求める佐賀緊
急宣伝
「佐賀古湯ぽかぽかプロジェクト」応援
 第 7回MOX公判・第 6回審尋・第 2回「全炉停止」
公判
伊方原発再稼働反対現地行動
 『内部被曝を生き抜く』上映会（ボノワ主催）出展
 福島原発告訴団・佐賀説明会参加

春を呼ぶフォーラム &小出裕章講演会（福岡）出展
佐賀県知事と玄海町長に再稼働反対要請行動
九州電力本店に再稼働反対要請行動
玄海町ポスティング（5回目）
“ エール＆感謝 ”東日本支援 LIVEin 鳥栖　出展
さよなら原発・福岡集会参加
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なり、町長として梯子を外された格好になったことで、
国に対する不信感に満ちていました。今後ともいい加
減な理由での再稼働は許さないということを、私達は
言い続けていく必要があります。
　この質問書は、佐賀地裁に提出した 8 月 27 日付の
準備書面（１）（1 号～ 4 号機差止裁判）で詳細に主
張しているのを裁判外で展開したものです。ホーム
ページを参照して下さい。
 

★原発の過酷事故時の責任をただす！
九州電力に要請・質問

　6 月の株主総会で原発で過酷事故が起きた時の責任
について、多くの株主から質問が相次ぎましたが、瓜
生社長は「仮定の話で明確に言えない」等無責任極ま
りない回答をしました。そこで、9 月 13 日に、九州
電力本店に要請・質問書を提出しました。

【質問項目】
（１）過酷事故が起きた時、誰がどのように責任をと
るのか

（２）関電の大飯原発 3、4 号機の再稼働について、野
田首相は「総理大臣である私の責任で判断を行いたい」
と述べた。この発言に対して、福島みずほ参議院議員
の質問主意書への政府回答では、事故発生時の賠償に
ついては「原子力事業者がその損害の賠償をする責め
を負う」という従来の枠組みが説明された。つまり、
野田首相は、再稼働の賠償責任をとらないことが改め

て浮き彫りになった。そこで、九州電力は「原子力損
害の賠償に関する法律」にいう無過失無限責任（事故
の過失・無過失にかかわらず、無制限の賠償責任があ
る）に沿って賠償を行うべきと考えるが如何か。

（３）福島原発事故による賠償、除染、廃炉費用など
は莫大であるが、管内閣で見込んでいた 5 兆円にして
も九州電力として支払う能力はあるのか

（４）原子力損害賠償支援機構に負担金を出している
が、支援機構による仕組みをどのように考え期待して
いるのか。（東電に対する支援機構を通じた公的支援

《税金》は 3 兆 5 千億円にも達する。）
 
　これまで政府、県、九電はお互いに責任をたらい回し
にしてきました。福島事故による賠償の現状を考える時、
原発事故による賠償等の膨大な金額を事業者が責任を持
てないならば、再稼働はあり得ない話になります。
　質問書提出後、1時間ほど九電エネルギー広報グルー
プと話し合いの場をもちました。
　停止中でも玄海原発従事者は、九電正社員 560 名、
協力会社 1940 名、計 2500 名 ( 地元 1500 名、県外
1000 名。7 月末現在 ) で稼働中と変わらず、維持管
理費はそれだけかかっており、定期検査時と違うのは
県外から定期検査に来る 1000 名以上の人達がいない
ことということでした。
　そこで追加質問として

（１）原発に掛かる費用として、維持管理費、保険、
廃炉費用、使用済み核燃料の処分費用の積み立て等の
内訳を出すこと。また、稼働中も停止中も原発の費用
はなぜ変わらないのか。

（２）九電の決算資料を出すこと。
（３）福島原発事故を同業者としてどう思うのか。
（４）昨年 12 月に 1 号機の脆性遷移温度問題で質問を
していたがいまだに回答がない。早急に答えること。
 
　九電によると、原発が停止すると火力燃料の増加分
として 1 日 10 億円、年間 4 千億円の赤字になると説
明がありました。私達は、九電が再稼働を急ぐ理由は
下手すれば年度末にも倒産するが可能性があるからだ
と考えます。この夏でも分るように、電気は足りてい
ます。しかし、ここにきて九電は燃料費の高騰で電気

東日本支援LIVE。福島ゆかりのミュージシャンの魂の演奏に観客もノリノリ！
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　私は昨年の福島第一原発事故以来、原発に疑念を抱
くようになりました。正確にいうと、原発のことを全
く知らず、考えた事もなかった私が、ようやく考える
ようになったという感じです。
　同じ気持ちでいたママ友と、原発に関する映画をみ
たりお話会や講演会に出かけたり。だんだん色んなこ
とがわかってくるにつれ、原発は決して「エコでクリー
ンなエネルギー」でもなければ「安全・安心」でもな
いことが理解できるようになってきました。

■被曝労働、本当のことを知りたい
　原発について知るにつれ、わたしは被曝労働の問題
が気になり始めました。
　一度事故が起きてしまったら、今回の福島のように
何万人もの人々が家を追われ子ども達が被曝し、土地・
食べ物が汚染されて取り返しのつかないことになって
しまう。それは明らかです。
　しかし、事故のおきていない通常の原発でも「被曝
労働」によって多数の原発作業従事者が苦しんでいる

ぼろ雑巾のように使い捨てにされた原発労働者達に光を!
樋口健二さん講演会に参加して 裁判の会会員　原島　佳子（福岡市）

料金を上げなければならないと言い始めています。
　なぜ原発が停止しても費用が下がらないのかという
問題を隠しています。この問題を突き詰めていけば、
使用済み燃料、廃炉費用などとても九電では負担しき
れない現実が浮かび上がってきます。
　再稼働をしたいと九電がいうのであれば、その前に
事故時の損害賠償、使用済み燃料、廃炉費用などの後
処理の問題をどうするのか答える責任があります。も
ちろん国、古川知事、岸本町長にも答えてもらわなけ
ればなりません。

　要請書はすべてホームページに掲載しています

★福島の子ども達に佐賀の夏休みをプレゼ
ント ! 佐賀古湯ぽかぽかプロジェクト

　福島原発事故被災者の子ども達に保養に来てもらう
プログラムが全国各地で取り組まれています。佐賀で
も 8 月 9-13 日に「佐賀古湯ぽかぽかプロジェクト」
が自身が避難者でもある藤澤佳代子さんを中心に取り
組まれ、裁判の会も応援しました。
　多くの皆さんからの温かいカンパにより福島県内か
ら 4 世帯 10 人の母子を 4 泊 5 日間、佐賀に招待する
ことができました。子ども達 6 人は川遊びなど野外で
思い切り遊び、お母さん達 4 人は古湯温泉につかった
り、安心な九州産食べもののお買物ツアーをしたりし
ました。避難者との交流、石丸初美代表をまじえての

座談会も行いました。福島にいるお母さん達にとって
も、九州の私達にとっても、子どもを守るために、今
できることは何かを、真剣に語り合うことができまし
た。（報告冊子あります。http://saga-genkai.jimdo.com/
トピックス /8月 9-13日古湯ぽかぽかプロジェクト /）

★奪われた日常を返せ ! 笑顔で生きよう !
“ エール &感謝 ”東日本支援 LIVEin 鳥栖

　福島から佐賀に避難してきた木村雄一さん、氏家剛
さんらを中心に東日本へ野菜をつくって届ける活動を
続ける “ 九州 LOVERS” の皆さんが「避難者から感謝
とお礼を、九州のミュージシャンからは東日本へエー
ルを送ろう」と東日本からバンド 2 組を招いて「東日
本支援 LIVE」を開催しました。
　ライブハウスを経営していた木村さんの 3・11 前
の日常の「続き」でもありました。たくさんの人々が、
他愛無い日常を、家族や仲間との楽しい時間を、人間
関係を、過去を、未来を、すべて奪われてしまったん
だなあと、あらためて思わされました。避難した道の
りを詞にした歌、故郷や仲間を思う歌、脱原発の歌、
ノリノリの歌、もりだくさんで、涙と笑顔にあふれる
素敵な一時でした。
　「入場料は九州産の野菜」ということで、当日ダン
ボール 15 箱分もの野菜が集まり、その場から福島の
方達へ発送されていきました。

と、プルサーマル裁判の会代表・石丸初美さんから伺っ
たのがきっかけでした。
　それ以来「宇宙服のようなものを着用している原発
作業員のことを知りたい、嘘のような恐ろしい事を聞
いているが本当はどうなんだろう ?」「樋口健二さんの
話を実際に聞いてみたい」と考えていました。そして
今年の 6 月に開かれた講演会で、お話を伺う事ができ
ました。

■原発は被曝労働なし
に一日たりとも動かな
い
　壇上の樋口健二さん
は、被曝労働の悲惨さ・
理不尽さを時間いっぱ
い使って語ってくださ
いました。全身を使っ
て怒りや悲しみを表現
されるそのお姿は、な

樋口さんの著書の表紙
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んとも力強かった・・
　「ぼろ雑巾のように使い捨てにされてきた原発被曝
労働者達に、なんとか光を当てたい、その一心でやっ
ているんだ !」
　日本の原発被曝労働者は既に 45 万人程とのこと。
 現在の福島第一原発の収束作業には 3000 人が入って
いるそうです。
　衝撃的だったのは、「30 年程たったら殆ど死んでい
きますよ !」との発言。いつ収束するかわからないフ
クイチと延々と作業させられる労働者のことを考える
と不安でなりません。
　原発は日常的な被曝労働により成り立っています。
原発は 1 年に 1 回、定期点検で止まります。その際、
1 基につき約 1500 ～ 2000 人が必要になると。
　樋口さんが 1973 年に東電を訪れた際、社員が「原
発はコンピューターで動いているんです」と言ってい
たそうですが、「原発は被曝労働なしには 1 日たりと
も動かない !」これが真実でした。

■放射能を雑巾がけ、人知れず死んで行く労働者
　実際に作業するのは下請けの下の下、ひまごうけの
更に下の人出業 ( 親方 ) が雇った日雇い労働者。過疎
地の農漁民、被差別部落民や失業者などです。組合も
ない非組織の労働者が、除染作業、ランドリー・パイ
プの掃除、ヘドロの掻き出し、廃棄物の運搬などおよ
そ 300 種類以上におよぶ雑役をこなします。
　例えば、炉心の床を雑巾がけして放射能を拭き取る
作業などをしているのです !
　1 日に被曝線量が 1 ミリシーベルトを超えないよう
に、線量計などを身に付けて入るのですが、実際は任
された仕事がそれでは全く進まない ( 例えば 2 ～ 3 分
でアラームが鳴ってしまう ) ので、入り口に人を座ら
せて作業員のアラームを全て預けておく。もしくは別
のをまた持たせる。また、炉心に近いところは 40 ～
50 度近くになり全面マスクの前が曇って見えなくな
るため、仕方なく外して作業する。そんなことを日常
的に繰り返し、安全管理が全くできていないため、作
業員は規定以上の被曝をしてしまう構図が出来上がっ
ているそうです。
　そして自分がどれだけ被曝をしたかも知らさ
れず、病気になっても指定の病院で「被曝と無
関係」との診断しか貰えず泣き寝入りするしか
ない…
　健康と引き換えの賃金もかなりピンハネされ
ています。健康被害を訴えても暴力団による脅
しやはした金で示談にされたり、裁判になった
としても電力会社の用意した御用学者によって
敗訴にもちこまれる。そうして、沢山の原発被
曝労働者が人知れず病気で死んでいったり、被
曝の後遺症に苦しんでいるとのことです。
　更に、原発労働者の年間被曝限度が通常時は
50 ミリシーベルトに設定されているため、被曝

総量が 50 ミリシーベルトを超えていないと原則的に
は労災認定も受けられない。しかし、樋口さんが沢山
見てきた被曝労働者は皆、20 ～ 40 ミリシーベルトで
ガンや白血病で無くなってきたと。（福島第一原発事
故以降、原発労働者の年間被曝限度は一時 250 ミリ
シーベルトに引き上げられ、現在は 100 ミリシーベ
ルトとされています。）

■子ども達も犠牲に
　今の福島の子ども達の年間被曝限度は 20 ミリシー
ベルト、一応 1 ミリシーベルト以下を目指す、とはし
ていますが基準は未だかわっていません。「この基準
だと死ね、と言っているようなものだ」と樋口さんは
明言されていました。
　大人でもたった数日定期検査で働いて 3 ミリシーベ
ルト被曝して、いわゆる「ぶらぶら病」により仕事も
できなくなってしまった人など沢山いるというのに・・
　付け加えなければならないのは、18 歳以下は被曝
労働が法律で禁止されているにも関わらず、たびたび
青少年の労働が明るみになっていること。先日も福島
第一原発での収束作業に 17 歳の青少年が従事してい
たことが発覚しニュースになっていました。電力会社
は目が届いていなかった、としていますが、果たして
そうでしょうか ?

■搾取・差別の被曝労働者の実態をもっと伝えたい
　原発労働とは社会的弱者を徹底的に利用・搾取して、
病気になればぼろ雑巾のように捨てる、そんな人権無
視も甚だしい差別労働といえることがわかりました。
こんな差別労働の上に成り立っている原発が動いてい
る限り、被曝で苦しむ人は無くならない。この点から
も、即刻廃炉を目指すべきではないでしょうか。
　樋口さんは「福島の大事故を機に古くて新しい原発
下請け労働者の放射線被曝問題が大きな社会問題化す
ることを心より願っている」と写真集で述べていらっ
しゃいます。私も、いまだ知らない人が多い、この悲
惨な被曝労働のことを少しでも伝えていけたら、と考
えています。

樋口さんを囲んで記念撮影！中央あたりで本を持つ原島さん
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　昨年の東北大震災が発生した時、私と妻は上の娘の
引越を手伝って熊本から佐賀へ帰って来る車の中でし
た。下の娘から電話が来てあのニュースを知りました。
とても不安な気持ちで家に到着、急いでテレビを見た
時、これは現実なのだろうかと自分の目を疑う程でし
た。正に最新の CG ムービーを見ているようで、日本
列島が沈没するかのような強烈な恐怖感に襲われまし
た。そして更に、同時に起こった福島原発の大事故。
一体、日本はどうなるのだろうかと不安が募るばかり
でした。
　数日後、プールの核燃料を冷却するために空からヘ
リコプターで決死の覚悟で水を落としていた様子は忘
れられません。何パーセントの水が命中したのだろう
か。実に子ども達がやるような対応措置には唖然とさ
せられました。あれが日本の原子力の最先端技術なの
だろうかと。
　その後、何日経過しても原発事故は収束できず、福
島の人々が住んでいた土地を追われ、苦しみから逃れ
られない状況に、原発というものの恐ろしさと同時に
人間というものの愚かさと小ささを私は強く心に抱く
ようになりました。
　その頃、私は仕事の方は一旦リタイアしていました
ので、東北地方へボランティアに行こうと考えていま
したが、私が家を留守にすると家のことで色々と支障
を来たすことになるため、何か良い方法はないものか
と思っていたある日、妻が「お父さん、県庁横の広場
で原発反対のテントが張ってあるって新聞に載っとる
よ」と教えてくれました。急いで開いて見て確認しま
した。これは丁度良かったと、その日早速自転車で出
かけました。
　福島の原発事故から、原発というものは人間には相
容れないものだと確信した私は、東北地方へボラン
ティアに行く代わりに、地元で原発反対の運動に参加
して僅かな作業でもお手伝いをすれば、そのことが被
害に会っておられる福島の方々への協力に繋がるだろ

うと、そこから私の小さな運動は始まりました。
　一年はあっと言う間に過ぎてしまいました。何もわ
からずに会の人達の後ろに付いて行った時の県庁での
出来事。それまでなんの疑問も抱いてなかった県知事
への疑念、その下で指示に従い動く県庁職員の方々の
哀れさ。そして私達の面会を拒絶するために、若い職
員達に三重もの人間バリケードを東、西、中央の廊下
に造らせ、長時間彼らを立たせたままにしていた知事。
これで我が佐賀県民のことを本当に心から考えている
のだろうかと呆れてしまうほどでした。
　そうして今年の 7 月、鹿児島、山口の両県で知事選
が連続して行われました。鹿児島へは会の仲間の人達
と応援に行きました。更に、選挙事務所から名簿を借
りて、ここ佐賀から一軒一軒に電話掛けのボランティ
アをしました。
　その中でとても強く心に残った 2 件があります。1
つは、私が脱原発のために県外から応援をしているこ
とを伝えたあと、相手の女の人は「わかりました。家
には子どもが 3 人いますので、入れます」と嬉しい返
事でした。もう 1 件は全く反対で、相手の男性は「脱
原発と言うが、電気が足りなくなったらどうするの」。
それに対して「政府が数ヶ月前に、今夏は原発なしで
も電気は足りる見込みと発表しました」と言いました
ら、「そんな簡単なもんじゃないよ」と、怒り出しま
した。これ以上話を続けても無意味と、すぐに断って
電話を切りました。
　地方からなんとか脱原発のうねりが広がっていくこ
とを願いながらの応援でしたが、残念ながら両氏の当
選はなりませんでした。しかしながら、両氏の善戦は
脱原発への大きな弾みになりました。
　まだ二十歳代の時、福島の山へ何度か遊びに行った
ことがあります。緑の木々に覆われた美しい山々は今も
記憶に鮮明に残っています。そんな素晴らしい環境の中
にあった福島が、現在目に見えぬ放射能に汚染されてい
るのかと思うと、とても悲痛な気持ちになります。
　私の生まれ故郷の熊本も、現在住んでいるこの佐賀
も緑豊かな自然にあふれた素晴らしい所です。私達す
べての生き物に与えられたこの素晴らしい地球を蝕ん
でいる原発をあくまで維持しようとしている力に対し
て、私達は良識を持って阻止しなければならないと考
えます。

始まりは佐賀県庁横の
原発反対テント

裁判の会会員　塩山正孝（佐賀市）

鹿児島県知事選挙の応援での塩山さん（左）9 月 11 日、佐賀県知事への要請
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玄海原発みんなで止める！ 12・2大集会
プルサーマル営業運転開始から

3年目となるこの日に佐賀に大結集を !

お 知 ら せ

■原告会員は年会費 1 万円。支える会会員は 5,000 円。 サ
ポート会員は一口 1,000 円より。
■裁判や広報活動に経費を必要としています。カンパも感
謝します。
■振込先：郵便振替口座 01790 － 3 － 136810
　　　　　玄海原発プルサーマル裁判を支える会

ご支援をお願いします

次回公判のお知らせ

【編集後記】
　事務所番をよくされている M さんは病気を抱えながら、水
俣とか性暴力とか福島とか虐げられた人達の痛みをわが痛み
として、日々壮絶な暮らしをしている。今度、久しぶりに絵の
個展を開くという。画廊から、DM に書くプロフィールをどう
するか聞かれ、出てきた言葉－－「19XX 年、佐賀に生まれる。
まだ、生きてる」。普通に生きるのを邪魔するヤツらが多いこ
の頃だけど、「まだ、生きてる !」を合言葉に、仲間とともに

生きていこう !（永野浩二）
　受験生の次男。部活動を引退し受験モードにシフトするかと
思えば、青春のエネルギーは勉強をスルーしてギターへ。簡単
な曲から始めればいいのに、思い入れがあるのか、ちょっぴり
レベルの高いある 1 曲を飽きずに弾く毎日。15 歳の彼を今支
えてるのはギターかも知れない。大人だっていろいろあるけ
ど、音楽、詩、絵画、写真、舞踊…芸術があれば、生きて行け
る！決して大げさじゃなく。（大江登美子）

福島原発事故の責任をただす !
あなたも福島原発告訴団に !

　2009 年 12 月 2 日は日本ではじめて玄海原発でプルサー
マルが始まった日です。
　そして、1942 年 12 月 2 日は、世界ではじめて原子炉
が誕生した日でもあります。
　私達はこの日を忘れない。原爆も原発も同じ。
　ヒロシマ、ナガサキ、フクシマを忘れず、子ども達に安
心できる世の中を渡すために、今年も行動します。
　一人ひとりが、思い思いのやり方で、声を挙げませんか。
市民の小さな力もみんな集まれば大きな力となります。
　そして「再稼働」阻止を実現しましょう。

■日時　2012 年 12 月 2日（日）
　11 時　「みんなのひろば」（物販・展示・映像など）
　13 時　集会開会
　15 時　デモ行進（九州電力～佐賀県庁）
■場所　佐賀県駅北館 　佐賀市神野東 2-6-10
■内容
　各地からの訴え
　参加者から 3 分アピール
　音楽、アート、詩、川柳、も大歓迎 !

★ボランティア募集！
★座談会開催しませんか ?
★カラー機関紙『そいぎ』発行しました。
　1部100円です。広めてください！

　3.11 原発震災から 1 年半。
　この間、東京電力は悲惨な事故を引き起こし、多大なる
損害を与えた企業としての責任を、どれだけ果たしてきた
でしょうか ? どうして、これほどの事故を起こしながら、
検察による取り調べがないのでしょうか ? 疑問と怒りが、
胸の奥からわき上がってきます。
　みなさん。東電、そして原発推進政策をすすめてきた国
を、私たちの手で告訴・告発しませんか。きちんと責任を
とってもらうために、命と人権を守るために、検察に捜査
するよう要求しましょう。
　全国どなたでも告訴人になれます。詳細はリーフレッ
ト、ホームページをご覧ください。 
◆ 10月 15 日〆切、11月 15 日福島地検提出予定
◆問合せ・資料請求はコチラまで
福島原発告訴団・九州事務局
〒 840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町 2-14
TEL 090-3325-0651 於保（おぼ） 090-7532-1336 大江
FAX 0952-37-9213
E-mail kokuso.kyushu@gmail.com

あなたのチカラが必要です！

最新情報や日々の活動を
ホームページ　http://saga-genkai.jimdo.com/
ブログ　http://genkai-saiban.at.webry.info/
にアップしています。ぜひご覧ください。

11 月 30 日（金） 佐賀地方裁判所
■14時半　第 8回 玄海原発 3号機MOX燃料差止公判
■ 15時半　第 7回玄海 2・3号機仮処分審尋
■ 16時　　第 3回玄海全機運転停止公判 
■ 17 時　　記者会見・報告集会 　アイスクエアビル
※時間は予定です。
※開廷 1 時間前より傍聴整理券配布予定
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詳細は決定次第ホームページに掲載します。


